
令和５年１２月市議会定例会追加議案件名

議案第８３ 号 白河市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

議案第８４ 号 白河市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例

議案第８５ 号 白河市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

議案第８６ 号 白河市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第８７ 号 白河市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例

議案第８８ 号 白河市手数料条例の一部を改正する条例

議案第８９ 号 令和５年度白河市一般会計補正予算（第６号）

議案第９０ 号 令和５年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

議案第９１ 号 令和５年度白河市介護保険特別会計補正予算（第３号）

議案第９２ 号 令和５年度白河市水道事業会計補正予算（第２号）

議案第９３ 号 令和５年度白河市下水道事業会計補正予算（第２号）
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令和５年１２月市議会定例会追加議案要旨

議案第８３ 号 白河市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

福島県人事委員会勧告に準じ、特定任期付職員の給与の改定など、所要の改

正をしようとするものであります。

議案第８４ 号 白河市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例

議案第８５ 号 白河市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

上２議案については、福島県人事委員会勧告に基づく特定任期付職員の給与

改定に準じ、期末手当の支給月数を変更するため、所要の改正をしようとする

ものであります。

議案第８６ 号 白河市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

福島県人事委員会勧告に準じ、一般職員の給与の改定など、所要の改正をし

ようとするものであります。

議案第８７ 号 白河市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例

福島県人事委員会勧告に準じ、会計年度任用職員の給与について改定するた

め、所要の改正をしようとするものであります。

議案第８８ 号 白河市手数料条例の一部を改正する条例

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料を新

たに規定するなど、所要の改正を行うものであります。

議案第８９ 号 令和５年度白河市一般会計補正予算（第６号）

(1) 歳入歳出予算の補正

歳入歳出補正総額は７４１，５５７千円増額となり、歳入歳出予算総額は

３３，９９４，９１１千円となりました。

款別補正の内訳は、次のとおりであります。

歳入については、地方交付税１５４，９２７千円、国庫支出金５８３，１３０

千円、市債３，５００千円をそれぞれ増額補正するものであります。

歳出については、議会費４８６千円、総務費３９，６６５千円、民生費３８４，

３９０千円、衛生費５，１００千円、農林水産業費９，７５１千円、商工費

１５９，０８６千円、土木費１１３，９３９千円、教育費２９，１４０千円を

それぞれ増額補正するものであります。

歳出補正は、次のとおりであります。

職員給与関係費 ７０，８２１千円
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会計年度任用職員関係費 ２１，９１６千円

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業（国補正分）

３６４，７６２千円

商工業振興対策事業 １５４，４７０千円

強い農業基盤づくり事業 ４，１１２千円

道路改良事業（交付金） ４７，２５８千円

県営河川砂防等事業負担金 １０，０００千円

宅地耐震化推進事業 ４８，８８５千円

財政調整基金積立金 １９，３３３千円

(2) 繰越明許費の補正

翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものであります。

(3) 地方債の補正

事業の変更に伴い、地方債の限度額の変更をするものであります。

議案第９０ 号 令和５年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

歳入歳出補正総額は２，６７３千円増額となり、歳入歳出予算総額は５，

６３１，３７３千円となりました。

款別補正の歳入については、県支出金２３６千円、繰入金２，４３７千円を

それぞれ増額補正するものであります。

歳出については、総務費２，４３７千円、保健事業費２３６千円をそれぞれ

増額補正するものであります。

議案第９１ 号 令和５年度白河市介護保険特別会計補正予算（第３号）

歳入歳出補正総額は１，６７１千円増額となり、歳入歳出予算総額は６，

１４７，３６９千円となりました。

款別補正の歳入については、繰入金１，６７１千円を増額補正するものであ

ります。

歳出については、総務費１，４９７千円、地域支援事業費１７４千円をそれ

ぞれ増額補正するものであります。

議案第９２ 号 令和５年度白河市水道事業会計補正予算（第２号）

(1) 業務の予定量の補正

改良費を１，０６２，５１２千円に改めるものであります。

(2) 収益的収入の補正

営業外収益４１千円を増額補正し、その総額として水道事業収益１，２５１，

９０６千円を予定するものであります。

(3) 収益的支出の補正
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営業費用１，０３７千円を増額補正し、その総額として水道事業費用１，

２１６，０９３千円を予定するものであります。

(4) 資本的支出の補正

建設改良費５６９千円を増額補正し、その総額として資本的支出１，３３１，

１１７千円を予定するものであります。

(5) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正

予算に定めた職員給与費を１２４，２８３千円に改めるものであります。

(6) 他会計からの補助金の補正

予算に定めた下水道事業会計からの補助金を５，２９７千円に改めるもので

あります。

議案第９３ 号 令和５年度白河市下水道事業会計補正予算（第２号）

(1) 収益的収入の補正

営業外収益５７７千円を増額補正し、その総額として下水道事業収益２，

４９５，２２５千円を予定するものであります。

(2) 収益的支出の補正

営業費用５７７千円を増額補正し、その総額として下水道事業費用２，４９４，

２１０千円を予定するものであります。

(3) 資本的収入の補正

他会計補助金４２８千円を増額補正し、その総額として資本的収入１，７２７，

２８１千円を予定するものであります。

(4) 資本的支出の補正

建設改良費４２８千円を増額補正し、その総額として資本的支出１，８７０，

７１３千円を予定するものであります。

(5) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正

予算に定めた職員給与費を８９，５８９千円に改めるものであります。

(6) 他会計からの補助金の補正

予算に定めた一般会計からの補助金を１，３６３，７０２千円に改めるもの

であります。


